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衆
議
院
議
員
高
市
早
苗
君
提
出
行
政
刷
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会
議
に
お
け
る
事
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分
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手
法
等
に
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す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
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一
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
事
業
仕
分
け
」
を
含
む
歳
出
見
直
し
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
一
年
十
月
二
十
二
日
に
開
催
し
た
第
一
回
行

政
刷
新
会
議
に
お
い
て
了
承
さ
れ
た
「
事
業
仕
分
け
を
含
む
今
回
の
歳
出
見
直
し
の
考
え
方
」
に
お
い
て
、
「
各
省
政
務
三

役
が
、
国
民
の
目
線
か
ら
「
予
算
の
効
率
化
を
競
う
も
の
」
」
と
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
う
し
た
考
え

方
に
基
づ
き
、
第
一
回
行
政
刷
新
会
議
に
お
い
て
了
承
さ
れ
た
「
各
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
（
Ｗ
Ｇ
）
の
担
当
府
省
に
つ
い

て
」
に
お
い
て
、
副
大
臣
又
は
大
臣
政
務
官
は
、
評
価
者
と
し
て
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
に
参
加
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
こ
と

か
ら
、
説
明
者
に
つ
い
て
は
、
各
府
省
の
担
当
局
長
等
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
に
お
い
て
は
、
説
明
者
か
ら
事
業
仕
分
け
の
対
象
と
な
る
事
業
・
組
織
等
（
以
下
「
対
象
事
業
等

」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
説
明
を
聴
取
し
た
上
で
事
実
に
関
す
る
意
見
交
換
を
行
っ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
御
指
摘
の
よ
う

な
「
官
僚
た
た
き
」
で
は
な
く
、
「
官
僚
の
士
気
が
著
し
く
低
下
す
る
」
と
は
考
え
て
い
な
い
。

ま
た
、
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
に
お
い
て
は
、
全
体
と
し
て
丁
寧
な
議
論
を
行
っ
て
お
り
、
「
一
方
的
な
質
問
に
終
始
」

し
て
い
る
と
い
う
事
実
は
な
く
、
「
公
平
性
を
欠
く
」
と
は
考
え
て
い
な
い
。

一



二
に
つ
い
て

平
成
二
十
一
年
十
一
月
十
日
の
記
者
会
見
に
お
い
て
、
総
務
大
臣
、
法
務
大
臣
、
文
部
科
学
大
臣
、
農
林
水
産
大
臣
、
国

土
交
通
大
臣
及
び
防
衛
大
臣
が
、
そ
れ
ぞ
れ
事
業
仕
分
け
に
関
し
発
言
を
し
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
発
言
は
、

事
業
仕
分
け
の
実
施
に
当
た
り
、
各
大
臣
の
所
管
に
係
る
対
象
事
業
等
に
つ
い
て
の
留
意
点
等
を
述
べ
た
も
の
で
あ
り
、
各

大
臣
は
事
業
仕
分
け
の
意
義
を
十
分
に
理
解
し
て
い
る
も
の
と
認
識
し
て
い
る
。

三
の
�
か
ら
�
ま
で
に
つ
い
て

ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
の
開
催
に
際
し
て
は
、
そ
の
円
滑
な
運
営
を
確
保
す
る
た
め
、
行
政
刷
新
会
議
事
務
局
以
外
の
内

閣
府
の
部
局
等
（
以
下
「
他
部
局
」
と
い
う
。
）
の
協
力
を
得
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
の
開
催
に
係

る
事
務
に
携
わ
る
他
部
局
の
職
員
は
、
一
日
に
つ
き
、
屋
外
誘
導
等
の
業
務
に
二
名
、
靴
袋
配
布
等
の
業
務
に
二
名
、
受
付
、

資
料
配
布
、
傍
聴
用
レ
シ
ー
バ
ー
配
布
等
の
業
務
に
三
名
、
入
口
付
近
誘
導
、
傍
聴
用
レ
シ
ー
バ
ー
回
収
等
の
業
務
に
三
名
、

会
場
内
誘
導
等
の
業
務
に
三
名
、
評
価
者
控
室
対
応
等
の
業
務
に
二
名
及
び
会
場
内
撮
影
等
の
業
務
に
一
名
の
計
十
六
名
で

あ
る
。

三
の
�
に
つ
い
て

二



ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
の
会
場
に
つ
い
て
は
、
ホ
テ
ル
を
使
用
す
る
こ
と
も
検
討
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
限
ら
れ
た
期

間
で
調
べ
た
限
り
、
安
価
で
、
継
続
し
て
使
用
で
き
、
か
つ
、
傍
聴
者
を
十
分
に
収
容
で
き
る
も
の
は
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、

独
立
行
政
法
人
国
立
印
刷
局
市
ヶ
谷
セ
ン
タ
ー
を
使
用
す
る
こ
と
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

三


